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ハネウェルインターナショナル社は万慧達知識産権に依頼して、ある企業に訴え、著作権侵害と不正競争案

件について、2017年6月27日上海市徐匯区人民法院は (2016)沪0104民初16753号の判決を下した。判決書に
関連スキャナー商品の形状は1993年の反不正競争防止法の規定の著名商品特有の装飾に該当し、被告が生
産と販売の7180のスキャナー商品の形状は本件と関わる商品の形状と類似であるため、不正競争行為を停
止し、経済損失を賠償すると判決した。上海知識産権法院は2017年12月26日に(2017)沪73民終戦279号の
判決を下し、第一審の判決を維持した。
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